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序

従
来
、
個
々
の
風
土
記
伝
承
は
記
紀
の
補
助
的
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
て

きた。し
か
し
、
記
紀
が
王
権
の
論
理
を
背
景
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
風
土
記

伝
承
は
、
土
地
の
論
理
（
そ
の
土
地
の
地
理
・
風
土
・
信
仰
・
歴
史
・
思

想
な
ど
）
と
密
な
る
関
係
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
中
に
は
、
文
芸
的
．

説
話
的
な
再
構
成
を
受
け
て
い
る
も
の
さ
え
存
す
る
。
土
地
の
論
理
を
出

発
点
と
し
て
、
口
承
・
書
承
さ
れ
る
間
に
、
文
芸
性
を
も
身
に
付
け
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
風
土
記
伝
承
の
も
つ
文
芸
性
と
は
、
土
地
の
論
理
の
文
芸

化
・
説
話
化
に
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
無
論
、
土
地
の
論
理
は
、
土
地
に

よ
っ
て
違
う
し
、
文
芸
化
・
説
話
化
も
一
律
で
は
な
い
。
故
に
、
個
々
の

伝
承
を
、
可
能
な
限
り
そ
の
土
地
の
側
か
ら
読
み
解
い
た
後
に
、
初
め
て
、

語
り
・
文
芸
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
播
磨
国
風
土
記
揖
保
郡
枚
方
里

佐
比
岡
条
（
以
下
、
佐
比
岡
伝
承
も
し
く
は
当
該
伝
承
と
呼
ぶ
）
を
取
り

挙
げ
て
、
土
地
の
論
理
が
説
話
化
さ
れ
て
、
風
土
記
伝
承
が
成
立
し
て
ゆ

く
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

播
磨
国
風
土
記
・
佐
比
岡
伝
承
考

ｌ
風
土
記
説
話
成
立
の
一
過
程
Ｉ

佐
比
岡
佐
比
と
名
づ
く
る
所
以
は
、
出
雲
の
大
肺
、
紳
尾
山
に
在

し
き
。
此
の
榊
、
出
雲
の
國
人
の
此
庭
を
經
過
る
者
は
、
十
人
の
中
、

五
人
を
留
め
、
五
人
の
中
、
三
人
を
留
め
き
・
故
、
出
雲
の
國
人
等
、

佐
比
を
作
り
て
、
此
の
岡
に
祭
る
に
、
遂
に
和
ひ
受
け
ま
さ
ざ
り
き
。

然
る
所
以
は
、
比
古
紳
先
に
來
ま
し
、
比
寅
紳
後
よ
り
來
ま
し
つ
。

こ
こ
に
、
男
榊
、
鎭
ま
り
え
ず
し
て
行
き
去
り
ま
し
ぬ
。
こ
の
所
以

に
、
女
肺
怨
み
怒
り
ま
す
な
り
。
然
る
後
に
、
河
内
の
國
茨
田
の
郡

の
枚
方
の
里
の
漢
人
、
來
至
た
り
て
、
此
の
山
の
邊
に
居
り
て
、
敬

ひ
祭
り
て
、
僅
に
和
し
鎭
む
る
こ
と
を
得
た
り
き
。
此
の
肺
の
在
し

し
に
因
り
て
、
名
を
辞
尾
山
と
い
ふ
。
又
、
佐
比
を
作
り
て
祭
り
し

（１）

虚
を
、
即
ち
佐
比
岡
と
號
く
。
（
揖
保
郡
）

佐
比
岡
伝
承
に
は
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
伝
承
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
「
Ａ
神
在
り
型
」
「
Ｂ
交
通
妨
害
神
」
「
Ｃ
佐
比
岡
地
名
起

源
」
「
Ｄ
漢
人
の
国
占
め
」
「
Ｅ
怨
怒
神
」
と
い
う
要
素
を
同
時
に
含
み
持

つ
。
こ
の
こ
と
を
図
式
化
し
て
み
る
と
、

｜
、
佐
比
岡
伝
承
の
特
異
性

飯
泉
健
司
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と
な
る
。
「
然
る
所
以
は
～
怨
み
ま
す
な
り
」
の
部
分
は
挿
入
部
と
見
倣
し
、

便
宜
上
記
号
を
Ｅ
と
す
る
。

以
下
、
Ａ
～
Ｅ
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
は
Ａ
の
要
素
か
ら
見
て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。
Ａ
に
は
、

又
、
佐
比
を
作
り
て
祭
り
し
魔
を
、
即
ち
佐
比
岡
と
號
く
。

佃
榊
山
此
の
山
に
石
祁
在
す
。
故
、
榊
山
と
號
く
。

（播磨国風土記・揖保郡）

と
い
う
類
似
伝
承
が
あ
る
（
他
に
、
神
前
郡
首
、
神
前
郡
石

坐
の
神
山
）
。
神
が
在
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
山
（
神
前
）
の
地

名
の
由
来
を
記
す
。

Ｂ
は
、
交
通
を
妨
害
す
る
神
（
多
く
は
「
荒
ぶ
る
神
」
と

さ
れ
る
）
の
伝
え
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
「
～
人
の
中
～
を

留
め
（
半
ば
殺
し
）
」
の
表
現
を
持
つ
。
紙
面
の
関
係
上
、
類

似
伝
承
の
要
点
の
み
を
ま
と
め
て
表
に
す
る
（
次
頁
、
表
Ｉ
）
。

表
Ｉ
の
中
、
（
聖
日
⑪
は
不
明
だ
が
、
ｅ
～
⑦
・
②
は
神
が

鎮
ま
っ
た
こ
と
を
語
る
。
③
～
⑦
・
②
は
祭
祀
（
内
、
ｅ
①

⑦
は
卜
占
を
も
為
す
）
に
よ
っ
て
鎮
め
る
。
①
で
も
祭
祀
を

行
な
う
。
こ
の
点
か
ら
Ｂ
と
Ｃ
の
祭
祀
と
は
本
来
密
な
る
関

係
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ｅ
は
天
皇
巡
狩
に
よ
っ
て
荒

神
が
「
和
平
」
す
る
が
、
ｅ
も
天
皇
巡
狩
と
関
わ
る
あ
た
り
、

同
様
に
「
和
平
」
を
語
る
伝
え
で
あ
っ
た
か
。
②
広
山
里
意

此
川
条
に
登
場
す
る
「
出
雲
の
御
蔭
の
大
神
」
は
、
佐
比
岡

伝承の「出雲の大神」と同神と諸漣で解されている

が
(2)、
意 そ
此 こ
川 で
は

戸 、

へ
て
、
朝
庭
に
申
し
き
。
こ
こ
に
、
額
田
部
連
久
等
々

を
遣
り
て
、
祷
ま
し
め
た
ま
ひ
き
。
時
に
、
屋
形
を
屋

保
豆
・
因
幡
の
布
久
漏
・
出
雲
の
都
伎
也

半
は
死
に
、
半
は
生
き
け
り
。
そ
の
時
、

枚
方
の
里
の
紳
尾
山
に
坐
し
て
、
毎
に
行
く
人
を
遮
へ
、

品
太
の
天
皇
の
み
世
、
出
雲
の
御
蔭
の
大
脚
、

の 伯
三 耆
人 の
相 人
憂 小
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此
の
川
を
下
り
て
相
墜
し
き
。
故
、
墜
川
と
號
く
。
（
播
磨
国
風
土
記
．

揖保郡）

と
い
う
よ
う
に
、
神
尾
山
の
神
が
交
通
を
妨
害
し
た
際
に
、
祭
祀
を
し
て

（３）

「
墜
し
き
」
（
鎮
圧
し
た
）
、
即
ち
鎮
ま
っ
た
と
い
う
伝
え
と
な
っ
て
い
る
。

し
て
み
る
と
、
ｅ
～
⑦
・
②
は
、
皆
神
が
鎮
ま
っ
た
旨
を
語
っ
た
こ
と

に
な
り
、
逆
に
祭
祀
が
失
敗
し
た
こ
と
を
語
る
伝
え
は
な
い
。
当
該
伝
承

表
ｌ
交
通
妨
害
神
伝
承

形
田
に
作
り
、
酒
屋
を
佐
々
山
に
作
り
て
祭
り
き
・
宴
遊
し
て
甚
く

樂
し
ぴ
、
即
ち
、
山
の
柏
を
櫟
り
て
、
帯
に
桂
け
、
腰
に
極
み
て
、

で
、
出
雲
国
人
の
祭
祀
失
敗
の
場
面
が
あ
る
の
は
異
例
で
あ
る
。

そ
れ
と
も
う
一
点
、
通
常
、
交
通
妨
害
神
は
無
差
別
に
通
行
者
を
害
し

て
い
る
。
対
し
て
佐
比
岡
伝
承
で
は
「
出
雲
國
人
」
を
特
定
し
て
い
る
。

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
が
「
も
と
同
一
伝
承
」
と
し
て
い
る
②
意
此

川
条
で
は
こ
の
特
定
性
は
な
い
。
出
雲
・
伯
耆
・
因
幡
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
地
を
通
過
す
る
国
々
の
代
表
者
が
朝
廷
に
訴
え
て
い
る
。
し
か
も
、

実
名
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
代
表
者
名
を
逐
一
記
し
て
い
る
。
そ
れ

に
比
し
て
、
当
該
伝
承
で
「
出
雲
國
人
」
と
の
み
あ
る
の
は
、
や
や
大
雑

当
該
伝
承
で
「
出
雲
國
人
」
と
の
み
あ
る
の
は
、
や
や
大
雑

把
な
捉
え
方
と
言
え
る
。
③
に
比
し
て
、
当
該
伝
承
の
特
定

性
に
は
、
伝
承
上
の
操
作
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

次
に
Ｄ
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
風
土
記
の
標
目
地
名
で
あ

る
「
佐
比
岡
」
、
そ
の
地
名
の
起
源
を
語
る
う
え
で
、
こ
の
Ｄ

が
不
要
で
あ
る
こ
と
は
一
瞥
し
て
わ
か
る
。
神
が
鎮
ま
っ
た

か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
佐
比
の
祭
を
し
た
こ
と
を
語
っ
た
時

点
で
、
佐
比
岡
の
地
名
起
源
は
完
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
日
讃
の
Ｄ
が
あ
る
の
は
、
風
土
記
採

録
以
前
、
当
該
伝
承
は
、
佐
比
岡
の
地
名
起
源
の
み
を
説
く

伝
え
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
伝
承
（
書
承
・

口
承
）
段
階
で
は
、
Ｂ
・
Ｃ
に
よ
る
佐
比
岡
地
名
起
源
よ
り

も
、
む
し
ろ
、
話
の
結
末
Ｄ
の
方
に
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
の
伝
承
者
と
は
、
当
然
な
が
ら
、
枚
方
里

の
漢
人
が
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
出
雲
国
人
と
す
る
と
、
祭
祀

の
失
敗
を
述
べ
る
理
由
が
解
け
な
い
。
“
ま
た
編
纂
者
の
作
為

と
す
る
と
、
Ｄ
の
存
在
理
由
が
見
つ
か
ら
な
い
。

漢
人
伝
承
と
す
る
と
、
Ｄ
は
、

-５９-

②
播
磨
・
揖
保
郡
・
意
此

川 ①
摂
津
逸
文
・
下
樋
山

⑦
筑
後
逸
文
・
国
号

①
肥
前
・
基
騨
郡
姫
社

ｅ
肥
前
・
佐
嘉
郡

④
伊
勢
逸
文
安
佐
賀
社

ｅ
肥
前
・
神
崎
郡

④
播
磨
・
神
前
郡
生
野

、
駿
河
逸
文
て
こ
の
呼
坂

④
播
磨
・
賀
古
郡
舟
引
原

記
載
箇
所

毎
遮
行
人
半
死
半
生

十
人
往
者
五
人
去
五

人
留

往
来
之
人
半
生
半
死

行
路
之
人
多
被
殺
害

半
凌
半
殺

往
来
之
人
生
半
殺
半

百
往
人
者
亡
五
十
人

四
十
往
人
者
亡
廿
人

往
来
之
人
多
被
殺
害

半
殺
往
来
之
人

道
さ
ま
た
ぐ
る

毎
半
留
行
人
舟

類
型
表
現

出
雲
御
蔭

神 大
神
鹿
猛
神

荒
神

荒
神

荒
神
荒神

あ
ら
ぶ
る
神

荒
神 妨
害
神

堅（額田部連久等々
）

（久波乎）

不被神害（甕依姫）

不
被
殺
害

（珂是古）

応和（大荒田）

平
定（大若子命）

和平（天皇）

（天皇？）
鎮
圧
（
鎮
圧
者
）

祭祷 祷祭
祭
へ

ト
ー

祭（卜求）
祭祀（ト問）

祭 祭祀
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と
を
得
た
り
。
即
ち
伊
勢
と
號
く
。

の
よ
う
に
、
土
地
占
拠
・
国
占
め
の
際
に
、
土
地
神
を
鎮
め
祭
る
と
い
う

伝
承
が
あ
る
か
ら
だ
。
側
を
傍
ら
に
お
い
て
Ｄ
を
見
た
時
、
Ｄ
の
後
ろ
に

③
枚
方
里
条
の
如
き
、
河
内
国
枚
方
里
の
漢
人
が
こ
の
地
に
居
住
し
た
旨

を
伝
え
る
箇
所
が
、
本
来
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ

を
、
里
名
起
源
を
独
立
す
る
と
い
う
編
纂
方
針
か
ら
風
土
記
編
纂
者
が

（４）
分
断
し
て
、
枚
方
の
里
名
起
源
の
み
を
独
立
さ
せ
た
。
一
方
佐
比
岡
条
に

は
、
原
伝
承
に
あ
っ
た
Ｄ
が
そ
の
ま
ま
付
随
し
て
記
載
さ
れ
た
と
考
え
る

べきである。

な
ら
ば
、
Ｄ
は
、
こ
の
伝
承
の
中
心
的
要
素
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
佐
比

岡
伝
承
も
本
来
、
漢
人
に
よ
る
国
占
め
伝
承
と
し
て
存
在
し
た
ろ
う
こ
と

が知れる。

（５）

こ
こ
で
気
が
付
く
の
は
、
Ｂ
Ｃ
と
Ｄ
と
の
、
祭
祀
上
の
違
い
で
あ
る
。

Ｃ
は
通
過
者
に
よ
る
土
地
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
ろ
う
の
に
対
し
て
、
Ｄ
は

③
枚
方
の
里
士
は
中
の
上
な
り
枚
方
と
名
づ
く
る
所
以
は
、
河

内
の
國
茨
田
の
郡
の
枚
方
の
里
の
漢
人
、
來
到
た
り
て
、
始
め
て
此

の
村
に
居
り
き
。
故
、
枚
方
の
里
と
い
ふ
。

と
い
う
、
佐
比
岡
伝
承
の
直
前
に
載
る
枚
方
里
名
起
源
の
記
事
と
結
び
付

け
て
解
釈
し
て
み
る
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。
と
い
う
の
も

側
播
磨
国
風
土
記
・
揖
保
郡
・
伊
勢
野

寶
命
な
り
。
此
よ
り
以
後
、
家
々
靜
安
く
し
て
、
遂
に
里
を
成
す
こ

虚
に
居
ら
む
と
し
て
、
肚
を
山
本
に
立
て
て
敬
ひ
祭
り
き
。
山
の
岑

に
在
す
脚
は
、
伊
和
の
大
榊
の
み
子
、
伊
勢
都
比
古
命
・
伊
勢
都
比

伊
勢
野
と
名
づ
く
る
所
以
は
、
此
の
野
に
人
の
家
あ
る
毎
、
靜
安
き

こ
と
を
得
ず
。
こ
こ
に
、
衣
縫
の
猪
手
・
漢
人
の
刀
良
等
が
祀
、
此

土
地
占
拠
の
儀
礼
を
反
映
し
て
い
る
と
推
考
さ
れ
る
。
出
雲
国
人
は
佐
比

岡
で
祭
り
、
漢
人
が
山
の
辺
で
祭
る
と
い
う
よ
う
に
、
祭
祀
場
所
の
違
い

も
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
Ｂ
Ｃ
と
Ｄ
と
は
本
来
別
伝
承
と
し
て
存

在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
．
出
雲
国
人
に
対
す
る
害
を
、
漢
人
が
鎮
め

る
と
言
う
の
も
不
自
然
で
、
そ
の
点
か
ら
も
両
者
は
も
と
も
と
別
個
で
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

次
に
、
Ｅ
で
あ
る
。
Ｅ
は
神
の
怨
み
怒
る
理
由
を
記
し
て
い
る
部
分
で

あ
る
。
が
、
そ
の
記
載
箇
所
に
文
脈
上
（
文
章
の
構
成
上
）
不
明
な
点
が

あ
る
。
前
文
の
「
遂
に
和
ひ
受
け
ま
さ
ざ
り
き
」
を
受
け
て
「
然
る
所
以

は
」
と
し
て
Ｅ
が
載
る
。
単
に
怒
る
理
由
の
み
を
説
明
す
る
の
な
ら
ば
、

Ｂ
の
「
五
人
の
中
、
三
人
を
留
め
き
」
の
後
に
Ｅ
を
載
せ
れ
ば
つ
な
が
り

は
良
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
単
に
神
の
怒
る
理

由
の
み
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
「
和
ひ
受
け
」
な
い
ｌ
神

が
祭
祀
を
受
け
な
い
理
由
を
説
明
し
よ
》
フ
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
文
脈

上
読
み
解
け
る
。
出
雲
国
人
の
祭
祀
失
敗
の
理
由
を
語
っ
た
の
が
Ｅ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
神
の
怒
る
理
由
を
出
雲
国
人
は
知
ら
な
か
っ
た
、
そ
の

為
に
祭
祀
は
失
敗
し
た
、
そ
の
よ
、
フ
な
こ
と
を
語
ら
ん
が
為
に
、
こ
の
位

置
に
Ｅ
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
卒
神
の
本
質
や
怒
る
わ
け
を

知
ら
ね
ば
神
は
鎮
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
交
通
妨
害
神
伝
承
で
、
ト

占
し
て
神
に
尋
ね
る
こ
と
（
ｅ
①
⑦
）
か
ら
窺
え
る
。
特
に
①
で
は
神
の

在
す
所
と
女
神
な
る
こ
と
と
を
知
り
、
初
め
て
祭
祀
が
為
さ
れ
て
い
る
。

続
け
て
Ｅ
を
見
る
と
、
極
め
て
似
た
怒
り
方
を
す
る
神
の
伝
承
が
あ
る
。

⑤
腹
辞
の
沼
右
、
腹
辞
と
號
く
る
は
、
花
浪
の
榊
の
妻
、
淡
海
の
榊
、

己
が
夫
を
追
は
む
と
し
て
、
此
虚
に
到
り
、
遂
に
怨
み
腹
り
て
、
妾
、

刀
以
ち
て
腹
を
辞
き
て
、
此
の
沼
に
没
り
き
。
故
、
腹
辞
の
沼
と
號

-６０-
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と
な
る
。
全
て
、
被
害
を
受
け
た
神
が
、
加
害
者
に
対
し
て
個
人
的
に
怒

る
も
の
で
あ
る
。
当
該
伝
承
も
女
神
が
個
人
的
に
比
古
神
に
対
し
て
怒
っ

た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
⑤
の
花
波
神
は
「
近
江
国
花
波
神
」

（
託
賀
郡
法
太
里
花
波
山
）
と
あ
り
、
夫
の
「
淡
海
神
」
と
同
じ
近
江
出
身

の
神
で
あ
る
。
佐
比
岡
伝
承
で
も
女
神
が
出
雲
の
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

比
古
神
も
お
そ
ら
く
出
雲
の
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
女
神
に
と
っ

て
み
れ
ば
、
出
雲
国
人
は
、
出
雲
の
比
古
神
を
想
起
さ
せ
る
存
在
、
も
し

く
は
、
比
古
神
と
同
等
の
存
在
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
②
神
嶋
に

「
今
に
、
其
虚
を
過
ぐ
る
者
は
、
心
に
愼
み
、
固
く
戒
め
て
、
韓
人
と
言
は

ず
」
と
付
け
加
え
る
の
も
、
韓
人
と
言
っ
た
者
を
韓
人
と
同
等
に
み
る
、

即
ち
神
が
怒
る
、
と
の
論
理
が
働
い
て
い
よ
う
。
極
め
て
個
人
的
な
怨
み
・

怒
り
で
あ
る
。
そ
の
点
、
Ｂ
の
出
雲
国
人
の
特
定
性
と
Ｅ
と
は
関
係
が
あ

り
そ
う
で
あ
る
。
が
、
特
定
性
の
無
い
交
通
妨
害
神
伝
承
と
Ｅ
と
は
異
な

っ
た
趣
き
を
も
つ
。
お
そ
ら
く
、
本
来
Ｅ
と
Ｂ
と
は
別
個
に
存
在
し
て
い

く。（賀毛郡）

こ
の
伝
承
で
女
神
が
怒
る
の
は
、
比
古
神
に
対
し
て
個
人
的
に
怒
る
の
で（７）

あ
る
。
播
磨
国
風
土
記
で
、
他
の
、
怒
る
神
の
伝
承
を
表
に
ま
と
め
て
み
る

、』〃」、

表
Ⅱ
播
磨
国
風
土
記
内
の
怒
神

二
、
枚
方
里
神
尾
山
・
佐
比
岡
の
地
理（旧）

枚
方
里
は
栗
田
寛
氏
が
、
「
揖
東
郡
有
二
平
方
村
一
」
と
し
て
以
来
、
兵
庫

県
揖
保
郡
太
子
町
の
小
字
平
方
の
地
辺
り
と
さ
れ
る
。
平
方
の
名
は
中
世

の
法
隆
寺
領
を
描
い
た
『
播
磨
国
鵠
荘
絵
図
』
（
以
下
、
「
絵
図
」
と
呼
ぶ
）

たのだろう。

以
上
か
ら
、
漢
人
の
伝
承
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
当
該
伝
承
は
、
Ａ
、

Ｂ
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
と
い
う
異
な
る
基
盤
の
パ
タ
ー
ン
・
要
素
を
含
み
持
つ
。

そ
れ
ら
は
、
本
来
、
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
特
に
、
Ｂ

Ｃ
と
Ｄ
と
は
、
祭
祀
方
法
、
神
観
念
の
相
違
が
想
定
で
き
、
そ
の
あ
た
り
、

当
該
伝
承
は
、
あ
る
時
期
に
漢
人
が
種
々
の
別
系
伝
承
を
整
理
・
統
合
し

た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。

（８）

無
論
、
今
日
見
る
形
の
伝
承
は
、
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
漢
人
伝
承
と
い
う
こ
と
で
漢
人
中
心
に
見
る
と
、
出
雲
国

人
の
失
敗
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
の
成
功
を
語
る
パ
タ
ー
ン
を
用
い

て
い
る
。
こ
の
形
は
、
文
芸
上
広
く
見
ら
れ
る
型
で
あ
る
。
失
敗
（
者
）

を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
（
者
）
の
功
を
強
調
す
る
語
り
口
で
、
謂
わ

ば比較成就熱とでも呼ぶべき型のものである。当該伝承は、漢

人
が
国
を
占
め
た
経
緯
を
、
よ
り
印
象
的
・
効
果
的
に
強
調
す
る
為
に
こ

の
比
較
成
就
の
型
を
用
い
て
、
出
雲
国
人
の
失
敗
を
語
る
。
話
型
と
い
う

点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
型
の
も
と
、
種
々
の
別
伝
承
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
可
能
性
も
で
て
く
る
。

そ
こ
で
、
検
証
の
必
要
が
あ
る
の
は
、
Ａ
～
Ｅ
と
い
う
別
個
の
要
素
の

基
盤
の
差
と
、
そ
れ
ら
が
結
び
付
く
要
因
と
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
確

認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
、
佐
比
岡
の
土
地
柄
で
あ
る
。

- ６ １ -

②
揖
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郡
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嶋
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④
宍
禾
郡
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師
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●
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箇

石
神

火
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刀
費
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大
神

怒
神

新
羅
客

大
汝
命

讃
岐
比
子

安
師
比
寅

怒
る
相
手

瞳
を
掘
ら
れ
る

捨
て
ら
れ
る

求
婚
強
い
ら
れ
る

求
婚
拒
否
さ
れ
る

怒る理由（被害）
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に
も
見
え
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
西
十
六
条
に
わ
た
る
範
囲
で
、
現
在
の

（Ⅲ）

平
方
よ
り
も
広
範
囲
に
な
る
。
吉
田
東
伍
氏
が
、
平
方
の
大
字
の
佐
用
岡

を
風
土
記
の
佐
比
岡
の
転
と
さ
れ
て
以
降
、
諸
注
こ
れ
に
従
い
、
井
上
通

（吃）
泰
氏
は
神
尾
山
を
、
佐
用
岡
の
「
南
方
に
あ
り
て
太
田
村
に
跨
が
れ
る
山
」

と
し
、
佐
比
岡
は
そ
の
神
尾
山
の
麓
と
し
て
い
る
。
そ
の
説
を
受
け
て
福

（旧）

島
好
和
氏
は
今
の
前
山
を
佐
比
岡
、
丹
生
山
・
西
山
（
こ
の
二
山
と
前
山

は
も
と
一
連
の
山
）
を
神
尾
山
に
比
定
さ
れ
た
（
参
考
地
図
Ａ
参
照
）
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
比
定
に
よ
る
と
、
地
理
と
風
土
記
伝
承
と
が
合
わ

な
い
箇
所
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
②
意
此
川
条
で
は
神
尾
山
の
神
を
祭
る

の
に
「
佐
々
山
」
に
酒
屋
を
作
り
、
意
此
川
を
下
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

井
上
氏
は
、
「
佐
々
山
」
を
現
龍
野
市
福
田
の
笹
山
に
、
「
意
此
川
」
を
林

田
川
に
擬
し
て
い
る
。
林
田
川
は
そ
の
乱
流
跡
か
ら
見
て
、
古
墳
～
奈
良

（川）

時
代
に
は
ほ
ぼ
現
状
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
林
田
川
と
前
山
と

は
約
二
キ
ロ
弱
離
れ
て
お
り
、
笹
山
と
前
山
は
直
線
で
約
一
キ
ロ
強
ほ
ど

離
れ
て
い
る
。
何
故
、
一
キ
ロ
も
二
キ
ロ
も
離
れ
た
所
で
神
を
祭
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

（旧）

そ
こ
で
、
現
地
に
赴
き
、
太
子
町
稗
田
神
社
宮
司
の
廣
嶺
忠
昭
氏
に
伺

っ
て
み
る
と
、
神
尾
山
を
明
神
山
、
佐
比
岡
を
坊
主
山
、
佐
々
山
を
明
神

山
西
端
に
連
な
る
丘
（
上
福
田
の
地
、
笹
山
）
に
比
定
さ
れ
た
。
私
も
現

地
踏
査
の
結
果
、
こ
の
廣
嶺
氏
説
が
、
最
も
風
土
記
伝
承
に
ふ
ざ
わ
し
い

よ
う
に
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
理
由
を
述
べ
る
と
、
第
一
に
、
佐
用
岡

が
佐
比
岡
の
転
訓
と
す
る
時
、
当
地
で
佐
用
岡
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は

（旧）

（
明
治
六
年
「
鵤
村
絵
図
』
に
も
そ
う
あ
る
）
今
の
坊
主
山
で
あ
る
。
第
二

に
、
明
神
山
と
坊
主
山
と
は
隣
接
し
て
お
り
、
し
か
も
、
林
田
川
と
も
近

く
（
笹
山
と
林
田
川
と
は
約
三
百
メ
ー
ト
ル
）
、
意
此
川
で
祭
る
こ
と
が
理

会
で
き
る
。
第
三
に
、
明
神
山
に
は
、
男
明
神
・
女
明
神
と
呼
ば
れ
る
露

出
し
た
巨
大
な
岩
石
が
あ
る
。
林
田
川
か
ら
は
女
明
神
が
見
え
、
坊
主
山

及
び
平
方
の
地
か
ら
は
、
両
岩
石
は
は
っ
き
り
と
見
え
る
。
近
江
の
日
吉

大
社
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
来
神
は
神
体
山
に
降
臨
し
、
山
頂
付
近

の
岩
座
に
男
女
二
神
居
り
、
農
耕
時
に
は
里
へ
下
る
、
と
の
信
仰
が
存

（〃）
し
た
。
こ
の
明
神
山
も
、
神
体
山
的
条
件
を
十
分
備
え
て
い
る
。
こ
の
付

近
か
ら
、
両
明
神
を
一
番
よ
く
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
坊
主
山
山

頂
で
あ
る
。
坊
主
山
の
名
は
葬
地
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
が
、
境
界
の
地

が祭場兼葬地となるとの撹撫がある。この山は、現在太子町と

龍
野
市
と
の
境
に
あ
り
、
古
代
で
は
枚
方
里
と
広
山
里
と
の
境
界
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
土
地
人
に
よ
る
と
、
福
田
、
平
方
の
村
人
は

節
句
時
に
坊
主
山
に
登
り
食
事
を
す
る
。
前
山
（
現
在
荒
神
を
祭
る
）
に

登
る
の
は
柳
の
集
落
で
、
不
思
議
と
平
方
と
柳
は
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
。

福
田
で
は
雨
乞
い
の
際
、
坊
主
山
に
登
る
と
い
う
。
笹
山
の
４
号
墳
か
ら

は
、
巫
女
像
と
さ
れ
る
須
恵
質
の
像
（
装
飾
付
須
恵
器
）
が
発
見
さ
れ
て

（

旧

）

（

釦

）

お
り
、
明
神
山
・
坊
主
山
付
近
が
祭
祀
地
と
し
て
選
ば
れ
た
可
能
性
は
高

い・如
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
私
は
、
神
尾
山
Ⅱ
明
神
山
、
佐
比
岡
Ⅱ

坊
主
山
、
と
の
説
を
採
る
の
が
、
風
土
記
伝
承
に
最
も
適
し
た
地
理
と
考

（副）
、えつ夕。そ

の
よ
、
フ
に
比
定
し
て
お
い
て
、
も
う
少
し
、
こ
の
土
地
の
地
理
に
拘

っ
て
み
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
気
づ
く
。
林
田
川
は
、
現
在
水
無
川
で
あ

る
が
（
古
代
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
）
、
そ
れ
で
も
、
大
雨
が
降
る
と

氾
濫
し
て
洪
水
と
な
る
。
昭
和
五
十
一
年
九
月
の
大
水
の
際
、
水
は
旧
流

路
を
流
れ
た
よ
う
で
、
土
地
人
に
聞
く
と
、
上
福
田
あ
た
り
は
道
路
が
川

- ６ ２ -
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に
な
っ
て
稲
が
流
れ
た
の
に
対
し
て
、
平
方
あ
た
り
で
は
さ
ほ
ど
の
害
は

な
く
、
床
下
程
度
の
浸
水
で
お
さ
ま
っ
た
と
言
う
。
上
福
田
に
比
し
て
平

方
の
地
は
幾
分
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
旧
流
路
も
平
方
ま
で
は
伸
び

（亜）

て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
明
神
山
（
更
に
そ
の
西
の
笹
山
）
、
坊
主
山
に

よ
っ
て
川
の
水
が
遮
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
の
村
落
が
こ
の
地
に

作
ら
れ
た
の
も
肯
け
る
。
ま
さ
に
川
の
水
を
「
障
ふ
」
地
が
坊
主
山
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
、
「
佐
比
」
の
地
名
は
、
も
と
も
と
は
「
障
へ
」

（銅）

の
転
「
障
ひ
」
の
意
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
面
白
い
こ
と
に
、
河
内
国
茨

田
郡
枚
方
の
地
も
、
淀
川
の
流
れ
を
「
障
ふ
」
位
置
に
枚
方
丘
陵
が
あ
り
、

枚
方
の
集
落
は
氾
濫
を
避
け
る
べ
き
地
に
位
置
す
る
（
参
考
地
図
Ｂ
参

照
）
・
河
内
国
枚
方
里
か
ら
や
っ
て
き
た
、
当
該
伝
承
の
漢
人
は
、
河
内
で

も
播
磨
で
も
、
河
川
沿
い
の
、
し
か
も
山
や
丘
に
よ
っ
て
氾
濫
を
避
け
る

地
に
居
住
し
て
い
る
。

河
内
の
枚
方
丘
陵
の
上
に
は
、
式
内
意
賀
美
社
が
あ
り
、
高
オ
カ
ミ
の

神
を
祭
る
。
川
の
水
を
「
障
ふ
」
地
に
水
の
神
を
祭
る
。
そ
れ
は
、
水
・

川
の
威
力
を
抑
え
、
牛
耳
る
霊
力
を
、
そ
の
丘
陵
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
に

（鋤）

他
な
ら
な
い
。

佐
比
岡
（
坊
主
山
）
も
そ
の
よ
う
な
「
障
ふ
」
地
で
あ
る
。
洪
水
を
抑

え
る
神
は
農
耕
を
守
る
故
、
や
が
て
、
農
耕
神
と
も
観
念
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
平
方
の
里
人
に
と
っ
て
は
、
村
の
田
畑
を
洪
水
か
ら
守
る
、
（
し
か

も
、
稔
を
与
え
る
水
を
掌
る
）
農
耕
神
・
水
の
神
の
坐
ま
す
山
が
明
神
山

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
神
を
実
感
さ
せ
る
の
が
、

男
明
神
・
女
明
神
の
岩
座
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
洪
水
と
と
も
に
外
部

か
ら
侵
入
す
る
邪
霊
を
「
障
ふ
」
機
能
さ
え
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
土
地
柄
を
念
頭
に
置
き
、
佐
比
岡
伝
承
の
Ｂ
Ｃ
と
Ｄ
を
検
討
し

て
み
る
。
Ｂ
Ｃ
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
Ｃ
は
旅
人
の

祭
祀
で
あ
る
。
で
は
出
雲
国
人
は
何
如
な
る
祭
祀
を
し
た
の
か
。
（お）

風
土
記
の
伝
承
を
信
じ
れ
ば
、
出
雲
国
人
は
枚
方
里
を
通
っ
て
い
る
。

な
ら
ば
、
旅
人
達
は
、
明
神
山
（
神
尾
山
）
の
、
露
出
し
た
岩
座
（
男
明

神
・
女
明
神
）
を
目
に
し
て
、
そ
こ
に
神
の
坐
す
こ
と
を
実
感
し
な
が
ら

通
過
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

平
方
の
地
は
、
荒
ぶ
る
神
が
蟠
踞
す
る
よ
う
な
難
所
・
険
路
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
穏
や
か
な
立
地
条
件
と
い
え
る
。
だ
が
、
信
仰
的
に
霊
験
あ
ら

た
か
な
神
を
目
に
し
た
と
き
、
そ
の
霊
力
の
強
さ
故
、
時
に
は
荒
ぶ
る
神

と
し
て
旅
人
の
目
に
は
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
時
折
、
林
田

川
が
氾
濫
す
れ
ば
、
旅
人
は
な
お
さ
ら
、
こ
の
地
に
神
（
神
尾
山
の
神
・

河
の
神
）
を
感
じ
、
恐
れ
た
は
ず
だ
。
「
サ
ヒ
・
サ
ブ
」
の
地
名
は
旅
人
に

（妬）

す
れ
ば
、
通
行
を
妨
げ
る
心
象
を
抱
か
せ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

古
く
、
旅
人
は
、
土
地
土
地
を
通
過
す
る
時
、
神
の
怒
り
に
触
れ
ぬ
よ

う
に
神
々
に
儀
礼
を
行
っ
た
。
万
葉
集
に
十
八
例
ほ
ど
見
え
る
タ
ム
ケ
の

（訂）

儀
礼
に
も
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
。
神
の
前
（
社
の
前
）
を
通
過
す

る
時
に
は
特
定
の
約
束
ご
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
為
さ
ね
ば
神
の
怒
り
を
買

う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
源
平
盛
衰
記
巻
七
「
笠
島
道
祖
神
の
事
」
に
は
、

社
前
通
過
の
際
、
下
馬
し
な
か
っ
た
為
に
、
神
罰
に
よ
り
人
馬
が
共
に
殺

さ
れ
た
話
が
載
る
。
神
に
無
礼
が
あ
れ
ば
神
罰
に
当
た
る
。
神
の
怒
り
に

あ
わ
ぬ
よ
う
に
そ
っ
と
通
過
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
本
来
的
な
土
地

通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
ろ
う
。
揖
保
郡
神
嶋
条
（
一
章
表
Ⅲ
②
）
に
、
「
今
に
、

三
、
旅
人
出
雲
国
人
の
土
地
通
過
儀
礼
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は
、
蒜
を
噸
み
て
人
及
び
牛
馬
に
塗
る
。
自
づ
か
ら
に
神
の
気
に
中

ら

ず

。

（

景

行

紀

四

十

年

条

）

と
い
う
。
続
日
本
紀
に
「
径
道
険
曜
に
し
て
、
往
還
懇
難
な
り
」
（
和
銅
元

年
七
月
）
と
さ
れ
る
信
濃
坂
に
、
神
が
い
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
依

然
と
し
て
「
神
の
気
」
は
存
し
て
い
た
。
そ
の
神
は
、
旅
人
を
守
護
す
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
害
す
る
の
で
あ
る
。
旅
人
は
「
神
の
気
」
に

当
た
ら
ぬ
よ
、
フ
、
触
れ
ぬ
よ
》
フ
、
蒜
を
体
に
塗
る
。
邪
霊
・
悪
霊
の
取
り

懇
く
の
を
防
ぎ
、
身
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
を
通
り
過
ぎ
た
の
で

あ
る
。
信
濃
坂
で
は
タ
ム
ケ
の
儀
式
に
使
用
さ
れ
た
玉
・
鏡
や
須
恵
器
・

（調）

土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
が
、
タ
ム
ケ
も
「
神
の
気
」
に
当
た
ら
ぬ
が
た

め
の
、
儀
礼
的
自
己
防
衛
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
基
本
は
あ

くまでも「触らぬ神に崇り無し」であ認。「神の気」に当たらな

其
虚
を
過
ぐ
る
者
は
、
心
に
愼
み
、
固
く
戒
め
て
、
韓
人
と
言
は
ず
、
盲

行
か
ば
、
肺
現
れ
て
、
認
風
起
り
、
行
く
船
は
必
ず
覆
へ
る
。

（嶋根郡加賀潜戸条）

と
あ
る
の
も
、
同
様
で
、
神
に
触
ら
ぬ
よ
う
に
通
過
し
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
。
民
俗
で
も
神
の
社
前
を
通
る
際
、
非
礼
を
恐
れ
て
、
舟
は
、
帆
を

（銅）

下
ろ
し
た
り
、
供
え
物
を
し
、
難
所
で
船
頭
が
歌
を
口
ず
さ
む
、
と
い
う

の
は
同
一
論
理
に
よ
ろ
う
。
陸
路
に
も
あ
る
。
日
本
武
尊
が
、
信
濃
坂
で

山
の
神
の
化
身
た
る
白
鹿
を
、
蒜
を
も
っ
て
殺
す
伝
承
に
、
続
け
て
、

是
よ
り
先
に
、
信
濃
坂
を
度
る
者
、
多
に
神
の
氣
を
得
て
摸
え
臥
せ

の
事
に
拘
ら
ず
」
と
あ
り
、
出
雲
国
風
土
記
に
、

即
ち
、
御
岨
支
佐
加
比
責
命
の
趾
、
此
虚
に
坐
す
。

窟
の
邊
を
行
く
時
は
必
ず
聲
膀
感
か
し
て
行
若
し
密
か
Ｉ

り
。
但
白
き
鹿
を
殺
し
た
ま
ひ
し
よ
り
後
に
、
是
の
山
を
蹟
ゆ
る
者

今
の
人
、
是
の

い
と
い
う
こ
と
は
無
事
に
通
る
こ
と
で
、
結
果
、
安
全
を
祈
る
神
と
さ
れ

（訓）

る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
国
・
四
国
地
方
で
は
、
横
死
し
た
者
の
霊
と
言
わ
れ
る
ミ
サ
キ
神
の

信
仰
が
存
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
七
人
の
友
を
呼
ぶ
ま
で
成
仏
し
な
い
と
い

い
（
土
佐
）
、
鎮
め
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
遠
ざ
か
る
以
外
に
方
法
が
無
い

（認）

か
ら
だ
と
か
、
「
憩
い
た
ら
落
と
す
方
法
は
な
い
」
か
ら
と
い
う
。
こ
の
他
、

ひ
だ
る
神
．
行
き
合
い
神
・
袖
も
ぎ
さ
ん
等
の
、
謂
わ
ば
、
邪
霊
的
・
悪

霊
的
に
人
を
苦
し
め
る
神
か
ら
身
を
守
る
儀
礼
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

鎮
め
る
と
い
う
よ
り
、
「
神
の
気
」
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ

う（》○そ
の
よ
う
な
邪
霊
的
・
悪
霊
的
な
モ
ノ
か
ら
、
旅
人
の
身
を
守
っ
て
く

れ
る
神
は
、
沖
縄
で
い
う
と
こ
ろ
の
オ
ナ
リ
神
の
よ
う
な
家
の
霊
や
、
産

土
神
の
如
き
神
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
令
集
解
・
儀
制
令
春
時
祭
田
条
の

古
記
一
云
説
に

毎
村
私
置
社
官
、
名
称
社
首
、
村
内
之
人
、
縁
公
私
事
、
往
来
他
国
、

令輸神幣。

と
あ
る
よ
う
に
他
国
を
往
来
す
る
者
が
、
土
地
神
に
幣
を
奉
る
の
は
、
旅

人
の
身
を
守
る
呪
力
を
産
土
神
・
土
地
神
が
付
与
す
る
、
と
の
信
仰
の
あ

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
産
土
神
の
霊
力
に
よ
り
各
地
の
邪
霊
を
払
い
、

身
を
守
る
と
信
仰
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

佐
比
岡
伝
承
に
お
け
る
、
出
雲
国
人
の
祭
（
「
作
佐
比
祭
於
此
岡
」
）
も

（

調

）

（

弧

）

「
佐
比
を
作
り
て
、
此
岡
に
祭
る
」
と
読
む
か
、
「
佐
比
の
祭
を
此
岡
に
作
す
」

と
読
む
か
不
明
だ
が
、
前
者
で
読
め
ば
、
佐
比
Ⅱ
鋤
に
よ
る
、
土
地
通
過

（弱）

時
の
金
物
投
供
の
如
き
通
過
儀
礼
で
あ
り
、
後
者
な
ら
ば
、
サ
ヒ
祭
Ⅱ
サ

（妬）

へ
祭
Ⅱ
道
祖
神
祭
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
に
し

- ６ ４ -
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て
も
、
土
地
通
過
の
儀
礼
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
実
は
神
を
鎮
め
る
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
、
「
神
の
気
」
に
当
た
ら
ず
、
害
無
く
通
り
過
ぎ
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
「
出
雲
の
大
神
」
と
あ
る
が
、
そ
の
祭
祀
の
方
法
か
ら
す
れ
ば
、

出
雲
国
人
に
と
っ
て
は
既
に
異
国
の
神
と
な
っ
て
お
り
、
守
護
す
る
べ
き

産
土
神
と
は
も
は
や
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
通
っ
て
し
ま

え
ば
そ
れ
で
よ
く
、
そ
の
為
に
神
を
怒
ら
せ
ぬ
、
「
神
の
気
」
に
当
た
ら
ぬ

儀
礼
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
有
効
な
も
の
と
し
て
「
佐
比
を
作
り
」
ま
た
は

「
佐
比
祭
」
を
し
た
の
に
違
い
な
い
。

た
だ
し
、
出
雲
国
人
の
祭
祀
は
、
神
自
身
を
鎮
め
る
為
の
儀
礼
で
は
な

い
点
、
土
地
人
た
る
漢
人
か
ら
見
れ
ば
「
和
ひ
受
け
ま
さ
ざ
り
き
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
旅
人
に
と
っ
て
祭
祀
は
有
効
で
あ
っ
て
も
、
土
地
人
に

と
っ
て
は
不
成
功
で
あ
っ
た
と
語
る
ギ
ャ
ッ
プ
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
同
一
の
神
で
あ
っ
て
も
、
神
の
捉
え
方
が
違
う
わ
け
で
、
旅
人

は
通
過
さ
え
す
れ
ば
良
く
、
鎮
め
な
く
て
も
良
い
。
だ
か
ら
出
雲
国
人
の

祭
祀
失
敗
は
、
あ
く
ま
で
も
、
居
住
者
た
る
漢
人
側
の
視
点
で
あ
る
と
言

え
る
。
祭
祀
対
象
の
捉
え
方
の
差
、
祭
祀
方
法
の
違
い
か
ら
、
Ｂ
Ｃ
と
Ｄ

と
は
本
来
、
信
仰
基
盤
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
半
ば
強
引
に
、

比
較
成
就
の
型
に
あ
て
は
め
た
の
が
、
佐
比
岡
伝
承
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
居
住
者
漢
人
の
土
地
神
祭
祀

次
に
、
居
住
者
た
る
漢
人
の
祭
祀
を
考
え
て
み
る
。

特
定
の
土
地
に
居
住
す
る
場
合
、
是
非
と
も
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
儀
礼
的

手
続
き
の
一
つ
は
土
地
神
を
鎮
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
代
以
来
、

現
在
に
至
る
ま
で
地
鎮
祭
の
類
の
儀
礼
が
あ
る
こ
と
か
ら
知
れ
る
。
ま
た
、

外
部
か
ら
侵
入
し
て
く
る
邪
霊
を
防
ぐ
こ
と
も
土
地
を
占
め
る
場
合
重
要

な
儀
礼
で
あ
っ
た
。
風
土
記
の
国
占
め
伝
承
で
は
、
国
を
占
め
る
際
に
、

土
地
の
霊
の
掌
握
・
祭
祀
や
外
部
侵
入
を
防
ぐ
と
い
う
行
為
を
語
る
。
そ

し
て
そ
の
土
地
神
は
、
ま
ま
井
戸
の
神
・
水
の
神
と
し
て
観
念
さ
れ
て

（銅）
いた。一

章
側
伊
勢
野
条
で
は
漢
人
が
土
地
神
を
鎮
め
た
後
、
伊
勢
野
に
居
住

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
伝
え
る
。
播
磨
国
枚
方
里
に
移
住
し
た
漢
人
も
、

（羽）

同
様
の
士
地
神
祭
祀
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
枚
方
里

の
土
地
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
平
方
の
集
落
に
は
「
大
歳
神
社

（
お
お
と
し
じ
ん
じ
ゃ
、
だ
さ
い
さ
ん
）
」
が
鎮
座
す
る
（
『
絵
図
」
に
「
下

（調）

宮
造
」
と
あ
る
場
所
）
・
大
歳
神
と
は
農
耕
神
で
あ
る
。
農
耕
神
と
な
れ
ば
、

去
来
神
で
、
山
か
ら
降
り
て
く
る
神
で
あ
る
。
近
江
の
日
吉
大
社
な
ど
は

そ
の
典
型
だ
。
蓋
し
、
枚
方
里
人
に
と
っ
て
神
の
坐
す
そ
の
山
と
は
、
平

方
の
地
か
ら
は
っ
き
り
と
見
え
る
、
明
神
山
で
あ
っ
た
と
推
考
す
る
。
節

句
の
時
に
坊
主
山
（
佐
比
岡
）
に
平
方
の
村
人
が
登
る
の
も
、
明
神
山
（
神

尾
山
）
の
男
明
神
・
女
明
神
を
、
は
っ
き
り
拝
み
得
る
場
所
を
選
ん
だ
の

（ぬ）

が
本
来
で
は
な
か
っ
た
か
。

右
の
仮
説
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
、
平
方
の
地
に
住
む
者
は
、
そ
の
地
理

的
状
況
か
ら
、
去
来
す
る
明
神
山
の
神
を
本
来
祭
っ
て
お
り
、
そ
の
神
こ

そ
が
枚
方
里
の
土
地
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
現
在
と
古
代
と
を

一
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
洪
水
を
防
ぐ
山
で
あ
り
、
神
体
山
と
し

て
神
を
実
感
し
得
る
明
神
山
こ
そ
が
、
枚
方
里
漢
人
に
と
っ
て
土
地
神
と

し
て
信
仰
の
対
象
に
な
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
山
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の

（則）

土
地
神
は
、
男
明
神
・
女
明
神
と
い
う
よ
う
に
、
男
女
一
対
の
神
で
あ
り
、

農
耕
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
水
の
神
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
現
在
で

も
、
平
方
辺
り
の
水
は
赤
井
（
あ
か
ゆ
）
か
ら
引
く
。
赤
井
と
は
明
神
山

- ６５ -
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の
北
に
あ
る
カ
ミ
ノ
山
（
明
神
山
と
一
連
な
り
の
山
）
と
林
田
川
と
が
接

す
る
地
に
あ
る
。
福
田
あ
た
り
で
は
、
水
口
と
し
て
水
の
神
を
こ
の
赤
井

に
祭
る
と
い
う
が
、
一
連
の
こ
の
山
々
が
林
田
川
と
密
接
な
関
係
を
も
つ

べ
き
、
地
理
的
環
境
に
あ
る
。
土
地
の
昔
話
で
も
、
昔
、
男
明
神
が
、
明

神
山
の
岩
と
林
田
川
対
岸
の
片
吹
山
と
に
ま
た
が
り
、
放
尿
し
て
で
き
た

（躯）

の
が
林
田
川
と
伝
え
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
分
か
る
。
②
意
此
川

条
で
神
祭
り
を
林
田
川
で
行
う
理
由
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
ま
た
、
②
で
出

雲
御
蔭
大
神
が
ミ
カ
ゲ
の
名
を
負
う
の
も
、
或
い
は
水
神
と
関
わ
っ
て
の

（網）

ことか。
林
田
川
の
治
水
工
事
と
の
関
わ
り
は
不
明
だ
が
、
地
理
的
環
境
の
類
似

に
よ
っ
て
河
内
国
枚
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
漢
人
は
、
神
尾
山
（
明
神
山
）

の
神
を
土
地
神
と
し
て
祭
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
時
点
で
は
、
神
尾
山
の

神
は
男
女
一
対
の
土
地
神
・
農
耕
神
・
河
の
水
を
掌
る
神
・
水
の
神
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

が
、
そ
の
後
、
河
の
洪
水
を
「
障
ふ
」
意
か
ら
、
サ
ヘ
の
神
、
そ
し
て
、

外
部
侵
入
を
防
ぐ
（
「
障
へ
・
塞
へ
」
）
道
祖
神
的
な
機
能
を
も
兼
ね
合
わ

せ
る
に
至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
述
「
作
佐
比
祭
於
此
岡
」
の
部

分
を
「
佐
比
の
祭
を
此
岡
に
作
す
」
と
訓
ず
れ
ば
、
こ
の
出
雲
の
大
神
が

サ
ヘ
の
神
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
可
能
性
は
よ
り
高
く
な
る
。
そ
も
そ
も

道
祖
神
信
仰
は
、
多
様
性
を
帯
び
て
い
る
。
古
事
記
の
「
道
反
之
大
神
」
、

日
本
書
紀
の
「
岐
神
」
の
よ
う
に
邪
霊
・
疫
病
等
の
外
部
侵
入
を
防
ぐ
神

で
あ
り
、
民
俗
で
は
ド
ン
ド
祭
等
の
小
正
月
の
火
祭
か
ら
豊
穣
を
願
う
神

で
も
あ
る
。
更
に
、
土
地
通
過
者
・
旅
人
が
手
向
を
す
る
柴
神
と
も
通
ず

（“）

る
神
格
を
も
つ
。

サ
ヒ
岡
の
地
名
を
め
ぐ
っ
て
、
旅
人
た
る
出
雲
国
人
と
、
居
住
者
漢
人

次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
Ｅ
怒
神
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
、
男
神
に

去
ら
れ
た
女
神
が
怨
む
も
の
で
、
一
種
の
ネ
タ
ミ
で
あ
る
。
因
み
に
ネ
タ

ミ
と
は
、
神
武
前
紀
の
「
慨
憤
」
に
「
ネ
タ
ミ
」
（
北
野
本
）
の
訓
が
あ
る（妬）

よ
う
に
、
腹
を
立
て
る
、
憎
む
、
憤
り
恨
む
、
遺
恨
に
思
う
の
義
を
も
つ
。

当
該
Ｅ
の
女
神
の
「
怨
み
怒
る
」
も
「
ネ
タ
ミ
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
と

解
釈
し
得
る
。
が
、
妬
婦
（
ね
た
む
女
）
と
し
て
Ｅ
を
見
る
と
、
そ
の
よ

う
な
神
は
風
土
記
で
は
、
国
占
め
伝
承
に
も
、
交
通
妨
害
神
伝
承
に
も
現

れ
な
い
。
Ｅ
は
、
Ｂ
Ｃ
と
も
，
と
も
結
び
つ
く
要
因
が
見
つ
か
ら
な
い
。

な
ら
ば
、
国
占
め
の
信
仰
及
び
交
通
妨
害
神
信
仰
・
荒
ぶ
る
神
信
仰
と
は

別
の
要
因
を
、
Ｅ
の
背
後
に
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（妬）

そ
こ
で
、
時
代
は
下
る
が
、
類
似
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
「
橋
姫
伝
承
」

を
例
に
Ｅ
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
・

嵯
峨
天
皇
御
時
或
公
卿
ノ
娘
、
余
二
物
ヲ
妬
ミ
テ
、
貴
船
大
明
神

二
詣
テ
、
七
日
籠
テ
祈
ケ
ル
ハ
、
「
願
ク
ハ
乍
生
鬼
二
成
シ
給
へ
妬
マ

の
接
点
は
こ
の
あ
た
り
に
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
佐
比
岡
伝
承
を

漢
人
伝
承
と
す
る
時
、
全
く
信
仰
基
盤
の
違
う
出
雲
国
人
祭
祀
伝
承
Ｂ
Ｃ

を
、
当
該
伝
承
が
含
み
持
つ
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
枚
方
里
の

土
地
神
ｌ
神
尾
山
・
明
神
山
の
神
が
、
道
祖
神
的
性
格
を
帯
び
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
道
祖
神
的
多
様
な
性
格
を
有
し
始
め
た
か

ら
こ
そ
、
異
種
類
の
伝
承
を
自
家
の
伝
承
に
取
り
入
れ
る
こ
と
も
漢
人
は

可能であった。五
、
怒
神
ｌ
妬
婦
謹
に
お
け
る
説
話
化

シ
卜
思
ハ
ン
女
ヲ
取
害
サ
ン
」
ト
ソ
申
ケ
ル
。
示
現
二
云
ク
「
鬼
二

成
り
度
ハ
姿
ヲ
作
り
替
テ
宇
治
ノ
河
瀬
二
行
テ
三
七
日
浸
ル
ヘ
シ
。

- ６６ -
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上
下
ヲ
不
し
撰
男
女
ヲ
不
し
嫌
思
様
二
取
失
う
。（屋代本平家物語剣巻）

宇
治
橋
姫
伝
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
、
生
き
な
が
ら
に
し
て
鬼
と
な
っ

た
宇
治
橋
姫
は
、
「
妬
マ
シ
ト
思
ハ
ン
女
」
を
取
り
殺
そ
う
と
し
て
鬼
に
な

る
。
そ
の
後
、
ネ
タ
キ
女
の
親
類
及
び
、
己
を
「
す
さ
め
し
（
捨
て
た
）
」

男
の
親
類
を
次
々
と
害
し
て
ゆ
く
。
橋
姫
が
自
分
を
捨
て
た
男
と
そ
の
親

類
と
を
同
等
に
見
倣
す
あ
た
り
、
当
該
伝
承
の
女
神
が
出
雲
国
人
と
比
古

神
と
を
同
等
に
考
え
る
点
と
通
じ
、
更
に
比
古
神
に
去
ら
れ
て
し
ま
う
点

とも共通する。

さ
て
、
平
家
物
語
の
橋
姫
像
は
、
実
は
伝
承
上
幾
度
か
の
変
型
・
展
開

（幻）

を
経
て
い
る
こ
と
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
平
安
朝
で
は
、
古
今
集
巻

十四に、さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
夜
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫

（六八九）

と
あ
る
よ
う
に
、
男
を
待
つ
女
性
像
を
も
つ
。
袖
中
抄
で
は
、
こ
の
歌
に

注
し
て
「
離
宮
と
申
（
す
）
神
」
が
宇
治
の
橋
姫
（
姫
大
明
神
）
の
も
と

に
毎
夜
通
っ
た
伝
え
と
、
「
住
吉
の
明
神
」
が
宇
治
橋
姫
を
妻
と
し
て
通
っ

た
伝
え
（
隆
縁
説
）
と
を
挙
げ
る
。
男
に
捨
て
ら
れ
る
女
性
像
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
奥
義
抄
で
は
、
橋
姫
物
語
と
し
て
、
二
人
の
妻
を
置
い
て
、

男
が
龍
王
の
婿
に
と
ら
れ
て
去
り
、
妻
は
男
を
探
し
に
行
き
、
男
に
会
う

が
や
が
て
男
は
消
え
失
せ
る
と
い
う
伝
え
を
載
せ
る
。
毘
沙
門
堂
本
古
今

彼
女
乍
レ
生
鬼
卜
成
ヌ
。
又
宇
治
ノ
橋
姫
ト
モ
是
ヲ
云
卜
ソ
承
ル
・
鬼

ト
成
テ
妬
ト
思
う
女
ノ
其
縁
ノ
者
、
我
ヲ
ス
サ
メ
シ
男
ノ
親
類
境
界

サ
ラ
バ
鬼
ト
成
ル
ヘ
シ
」
卜
示
現
ア
リ
…
〈
中
略
〉
…
カ
ク
シ
テ
宇

治
ノ
河
瀬
二
行
テ
三
七
日
浸
タ
リ
ケ
レ
ハ
貴
船
大
明
神
ノ
御
計
ニ
テ

集
註
引
用
の
山
城
国
風
土
記
や
、
御
伽
草
子
「
橋
姫
物
語
」
に
も
類
似
の

話
が
あ
る
。
山
城
名
勝
志
第
十
七
引
用
今
古
為
家
抄
に
は
、
帰
ら
ざ
る
男

を
悲
し
ん
で
橋
の
辺
り
で
死
ん
だ
女
が
橋
守
明
神
だ
と
い
う
。
男
女
の
仲

が
い
つ
し
か
破
綻
す
る
話
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
更
に
、
先
の
平
家
物
語

剣
巻
で
は
、
そ
の
女
が
、
鬼
と
な
り
人
を
害
す
る
話
へ
と
変
型
し
て
い
る
。

（躯）

確
か
に
、
こ
の
剣
巻
の
伝
説
は
、
吉
海
直
人
氏
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
夫
に
捨
て
ら
れ
た
女
が
鬼
と
な
り
夫
を
殺
す
話
（
『
閑
居
友
』
下
三
）

や
、
近
江
国
安
義
橋
の
鬼
の
話
（
今
昔
物
語
集
二
七
三
三
）
の
影
響
が

あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
男
女
の
恋
仲
」
↓
「
恋
が
破
綻
し
て
女
が
捨
て
ら
れ
る
」

↓
「
捨
て
ら
れ
た
女
が
鬼
と
な
り
人
を
殺
す
」
と
い
う
説
話
上
の
話
の
展

開
が
宇
治
の
橋
姫
伝
説
に
は
認
め
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
展
開
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
柳
田
国
男
氏

（㈹）

の
意
見
を
参
考
と
し
て
み
よ
う
。

橋
姫
は
、
柳
田
氏
以
来
、
道
祖
神
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。

通
常
、
道
祖
神
は
男
女
二
神
を
祀
る
。
男
女
の
並
ぶ
場
は
他
人
を
近
寄
ら

せ
な
い
所
で
あ
る
為
に
侵
入
者
を
突
き
飛
ば
す
、
即
ち
境
界
を
守
る
神
と

な
る
。
柳
田
氏
は
そ
の
よ
う
な
道
祖
神
信
仰
を
基
に
橋
姫
伝
説
を
見
る
。

橋
（
境
界
）
を
守
る
神
も
、
外
か
ら
の
邪
霊
を
払
う
機
能
を
も
ち
、
も
と

男
女
二
神
で
あ
っ
た
と
い
う
。
確
か
に
「
神
道
集
』
に
載
る
「
橋
姫
明
神

ノ
事
」
（
長
柄
橋
）
で
は
、
男
女
と
も
に
人
柱
に
な
っ
て
い
る
。
橋
を
守
る

神
が
、
も
と
二
神
で
あ
っ
た
名
残
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
神
道
集
」
で

は
、
「
河
ニ
テ
死
ル
人
ハ
、
皆
橋
姫
ノ
春
属
ト
ハ
成
也
」
と
し
て
い
る
よ
う

に
、
死
者
が
神
の
春
属
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
人
柱

と
な
っ
た
夫
婦
の
内
、
夫
で
は
な
く
、
妻
の
方
だ
け
が
橋
姫
明
神
と
し
て

祭
ら
れ
て
い
る
。
橋
の
神
と
し
て
は
女
神
の
み
が
強
調
さ
れ
の
で
あ
る
。

-６７-
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（印）

水
の
神
を
女
と
す
る
観
念
と
も
関
わ
っ
て
こ
よ
う
が
、
外
部
侵
入
を
防

ぐ
霊
力
が
盛
ん
な
為
、
そ
れ
が
い
つ
し
か
、
神
の
怒
り
と
観
じ
ら
れ
て
、

更
に
は
、
男
女
仲
が
破
綻
し
た
為
の
ネ
タ
ミ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
（
巻
一
三
九
）
に
は
、
南
足
立
郡
舍
人
村
諏
訪
社

の
夫
婦
杉
が
杉
の
中
間
に
溝
を
掘
っ
て
以
来
、
嫁
入
行
列
は
避
け
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
風
習
を
載
せ
て
い
る
。
男
女
仲
を
裂
い
た
為
に
、
神
が

怒
り
、
更
に
嫉
妬
し
て
嫁
入
行
列
・
婚
儀
を
妨
害
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
が
、
柳
田
氏
の
意
見
に
添
っ
て
考
え
れ
ば
、
外
部
侵
入
を
防
ぐ
男
女
神

の
霊
力
の
強
さ
を
、
二
次
的
・
三
次
的
に
解
釈
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

、
フ
。こ

の
こ
と
を
橋
姫
伝
承
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
境
の
神
と
し
て
の
橋

の
神
の
信
仰
（
外
部
侵
入
を
防
ぐ
と
い
う
信
仰
）
自
体
が
変
わ
っ
た
の
で

は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
、
解
釈
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
信
仰
の
変
化
で
は
な
く
、
外
部
侵
入
を
防
ぐ
強
力
な
霊
力
に
対
す
る

解
釈
の
変
化
が
説
話
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
説
話
上
の
解
釈
と

い
っ
て
も
よ
く
、
文
芸
的
・
説
話
的
興
味
か
ら
、
二
次
的
・
三
次
的
に
解

釈
が
為
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
要
す
る
に
説
話
の
展
開
と
い
う
こ
と
に
な

つ（》。以
上
の
こ
と
を
、
佐
比
岡
伝
承
の
Ｅ
に
援
用
し
て
み
る
と
、
神
尾
山
の

神
は
、
元
来
サ
ブ
神
と
し
て
洪
水
の
水
を
遮
断
し
て
、
か
つ
外
部
侵
入
の

邪
霊
を
も
遮
る
道
祖
神
的
神
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
時
点
で
は
、
男
明

神
・
女
明
神
と
あ
る
よ
う
に
男
女
二
神
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
霊
力
の
強
さ

を
、
神
の
怒
り
、
更
に
は
ネ
タ
ミ
に
よ
る
と
い
う
、
説
話
上
の
二
次
的
解

釈
が
さ
れ
た
結
果
、
比
古
神
が
去
り
、
女
神
が
怒
る
と
い
う
説
話
が
出
来

（副）

上がる。

本
稿
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
漢
人
は
自
分
達
の
土
地
占
拠
の
歴
史
を
、

比
較
成
就
の
型
の
中
で
語
ろ
う
と
し
た
。
神
が
在
す
と
い
う
信
仰
的
事
実

（
Ａ
）
か
ら
、
そ
の
神
を
鎮
め
て
土
地
を
占
有
し
た
こ
と
（
Ｄ
）
を
語
り
、

そ
れ
を
よ
り
強
調
・
効
果
的
に
伝
え
る
為
に
、
出
雲
国
人
の
失
敗
の
伝
承

（
Ｂ
Ｃ
）
を
取
り
入
れ
た
。
出
雲
国
人
の
祭
祀
は
「
神
の
気
」
に
当
た
ら
ず

に
そ
の
地
を
通
過
す
る
た
め
の
、
旅
人
の
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
居
住

者
か
ら
す
れ
ば
、
旅
人
出
雲
国
人
の
祭
祀
は
神
を
鎮
め
た
こ
と
に
な
ら
ず
、

結
果
、
祭
祀
失
敗
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
失
敗
し
た
理
由
と
し

て
Ｅ
の
伝
承
を
挿
入
し
た
。
こ
の
Ｅ
は
、
信
仰
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
神

す
る
と
、
Ｅ
は
、
土
地
神
の
信
仰
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
な
く
、
説
話
的

興
味
に
よ
り
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
を
再
解
釈
し
、
説
話
化
し
た
結
果
付
加
さ
れ
た
も

の
で
、
説
話
化
・
文
芸
化
の
産
物
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
出
雲
国
人
の
み
を
特
定
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
一
応
次
の

よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。
交
通
路
と
し
て
の
枚
方
里
を
通
過
す
る
者
の

中
で
、
最
も
交
通
量
の
多
い
出
雲
国
人
を
、
通
過
者
の
代
表
と
し
て
、
説

（兜）

話
上
表
現
し
た
。
ま
た
出
雲
の
大
神
に
つ
い
て
は
、
出
雲
の
神
々
が
水
霊

（弱）

と
関
わ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
逆
に
水
神
で
あ
る
が
故
に
、

出
雲
の
大
神
と
さ
れ
た
か
。
加
え
て
、
外
か
ら
や
っ
て
く
る
神
を
播
磨
で

（別）

は
出
雲
系
と
考
え
る
向
き
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

（弱）

播
磨
国
が
出
雲
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
に
よ
ろ
う
℃

と
も
あ
れ
、
こ
の
出
雲
国
人
の
特
定
性
も
、
交
通
妨
害
神
や
土
地
神
の

信
仰
と
い
う
の
で
は
な
く
、
Ｅ
に
付
随
す
る
説
話
上
の
も
の
と
し
て
理
解

したい。

結
、
信
仰
か
ら
説
話
へ
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尾
山
の
神
の
道
祖
神
的
一
面
を
再
解
釈
し
た
、
説
話
上
の
女
神
像
で
あ
る

、
う
こ
と
を
、
橋
姫
伝
承
を
例
に
述
べ
て
き
た
。

で
は
、
何
故
、
漢
人
は
、
そ
の
よ
、
フ
な
説
話
化
を
し
た
の
か
、
最
後
に

述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

播
磨
国
で
は
開
拓
が
相
次
い
で
為
さ
れ
て
、
移
住
・
開
拓
集
団
が
争
う

よ
う
に
進
出
し
て
き
た
。
枚
方
里
漢
人
も
、
そ
の
中
の
一
集
団
で
あ
る
。

新
撰
姓
氏
録
逸
文
（
坂
上
系
図
）
に
は
平
方
村
主
ら
の
漢
人
が
播
磨
に
来

た
旨
を
伝
え
る
。
時
に
は
、
殺
し
合
い
も
あ
っ
た
（
揖
保
郡
・
鼓
山
、
賀

毛郡・臭江）。

そ
ん
な
中
で
、
土
壌
が
「
中
の
上
」
と
良
質
の
枚
方
里
は
、
土
地
争
い

の
対
象
と
し
て
他
集
団
か
ら
狙
わ
れ
る
。
漢
人
に
し
て
み
れ
ば
、
枚
方
の

土
地
に
居
住
す
る
正
統
性
を
主
張
す
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
。
他
集
団

の
進
出
を
防
ぐ
、
そ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
自
分
達
が
そ
の
地
に
居
る
正
統
性

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
土
地
占
有
の
正
統
性
は
、
信
仰
的
に
は
土

地
神
を
鎮
め
た
功
績
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
漢
人
は
、
他

集
団
に
対
し
て
、
自
分
達
の
土
地
占
有
の
正
統
性
を
誇
示
せ
ん
が
為
に
、

か
つ
自
家
の
意
気
高
揚
の
為
に
、
よ
り
効
果
的
・
印
象
的
で
説
得
力
を
持

つ
伝
承
を
作
り
上
げ
た
。
漢
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
占
拠
を
保
証
す
る
重

要
な
伝
え
で
あ
っ
た
。

土
地
の
論
理
か
ら
伝
承
を
捉
え
、
信
仰
が
説
話
化
さ
れ
て
、
風
土
記
説

話
が
成
立
す
る
一
過
程
を
論
じ
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

注
（
１
）
風
土
記
の
本
文
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
（
秋
本
吉

郎
氏
Ｓ
三
三
・
四
）
に
依
っ
た
が
、
私
意
に
よ
り
多
少
改
め
た
所
も

ある。

（
２
）
敷
田
年
治
氏
『
標
注
播
磨
風
土
記
』
（
Ｍ
二
八
・
八
）
、
井
上
通
泰

氏
『
播
磨
風
土
記
新
考
」
（
Ｓ
六
・
三
）
、
植
木
直
一
郎
氏
一
大
日
本

文
庫
風
土
記
集
」
（
Ｓ
十
・
六
）
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
（
Ｓ

三
三
・
四
）
、
朝
日
日
本
文
学
全
書
（
Ｓ
三
四
・
十
）

（
３
）
武
田
鮎
吉
氏
（
岩
波
文
庫
『
風
土
記
」
、
吉
野
裕
氏
（
東
洋
文
庫
『
風

土
記
壱
、
植
垣
節
也
氏
は
②
の
「
相
哩
し
き
」
を
「
鎮
圧
」
し
た
意

と
解
す
る
。
特
に
植
垣
氏
は
、
楚
辞
の
注
に
「
墜
、
鎮
圧
也
」
と
あ

る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
（
「
播
磨
風
土
記
注
釈
稿
（
七
）
揖
保
郡
つ
づ

き
」
風
土
記
研
究
九
号
Ｈ
二
・
五
）
。
こ
の
「
相
墜
し
き
」
に
つ
い

て
は
、
井
上
通
泰
氏
は
、
押
し
合
い
祭
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
新
考
）
が
．
押
し
合
う
こ
と
に
は
荒
神
や
崇
り
神
を
鎮
圧
す

る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
堂
押
」
で
著
名
な
新
潟
県

浦
佐
の
毘
沙
門
堂
の
毘
沙
門
天
は
、
神
罰
・
崇
り
を
起
こ
す
と
い
い

（
鈴
木
牧
之
『
北
越
雪
譜
』
）
。
「
押
し
祭
」
の
名
を
持
つ
「
遠
山
の
霜

月
祭
り
」
の
起
源
は
怨
霊
を
慰
め
る
為
と
い
う
含
日
本
民
俗
学
の
視

点３』）。

（
４
）
拙
稿
「
〈
摺
墓
〉
〈
十
四
丘
〉
伝
承
に
お
け
る
地
名
起
源
の
機
能
ｌ

ｌ
播
磨
国
風
土
記
編
纂
者
の
文
芸
意
識
ｌ
」
（
日
本
文
学
論
究
四
六

Ｓ六二・三）

（
５
）
植
垣
節
也
氏
（
前
掲
論
文
・
注
３
）
も
そ
の
点
を
指
摘
さ
れ
て
い

う（ぜ◎

（
６
）
こ
の
部
分
は
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
解
釈
が
さ
れ
る
が
、
い
か
よ

う
に
読
ん
で
も
文
章
上
言
葉
足
ら
ず
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
本

稿
で
は
、
注
（
８
）
に
示
し
た
よ
う
な
語
を
補
っ
て
解
し
た
。
な
お
、

こ
の
不
整
合
は
書
記
化
の
段
階
で
起
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
７
）
他
国
風
土
記
で
、
神
を
恨
み
怒
る
伝
え
は
、
常
陸
に
二
例
（
筑
波

郡
首
、
那
賀
郡
哺
時
臥
山
）
あ
る
。
い
ず
れ
も
個
人
的
に
恨
み
怒
り
、
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特
定
の
相
手
が
い
る
。

（
８
）
今
、
仮
に
当
該
伝
承
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。
Ａ
神
尾
山
に
神
が
居
て
、
Ｂ
そ
の
神
が
出
雲
国
人
の
交
通
を

妨
げ
た
。
Ｃ
出
雲
国
人
は
祭
祀
を
し
た
が
、
神
は
祭
祀
を
受
け
な
か

っ
た
（
鎮
ら
な
か
っ
た
）
。
Ｅ
鎮
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
。
先
に
来
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
比
古
神
に
対
し
て
女
神
は
恨
み

怒
っ
て
お
り
、
（
出
雲
国
人
を
見
る
と
、
比
古
神
と
同
等
と
考
え
て
）

出
雲
国
人
を
害
す
る
（
と
い
う
こ
と
を
出
雲
国
人
は
知
ら
な
か
っ
た

為
に
祭
祀
は
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
）
。
Ｄ
そ
の
後
、
漢
人
が
（
神
の

怒
る
訳
を
知
っ
て
い
た
為
に
）
神
を
や
っ
と
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
９
）
こ
の
型
は
大
ま
か
に
、
同
一
人
物
に
よ
る
比
較
と
別
人
に
よ
る
比

較
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
一
回
目
は
失
敗
、
二
回
目
・
三
回
目

に
成
功
す
る
も
の
、
例
え
ば
、
古
事
記
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の

ミ
ト
の
マ
グ
ハ
ヒ
や
、
八
千
矛
神
の
沼
河
比
売
の
成
婚
な
ど
が
あ
る
。

一
方
、
後
者
、
別
人
に
よ
る
も
の
は
、
更
に
細
か
く
、
先
手
成
就
と

後
手
成
就
と
に
分
か
れ
る
。
先
手
成
就
は
、
昔
話
の
隣
の
爺
型
に
代

表
さ
れ
、
後
手
成
就
は
、
仲
哀
・
神
功
皇
后
の
新
羅
遠
征
の
際
の
神

祭
り
や
、
八
十
神
・
大
国
主
の
八
上
比
売
求
婚
、
春
山
の
霞
壮
夫
・

秋
山
の
下
氷
壮
夫
の
伊
豆
志
哀
登
売
求
婚
、
そ
し
て
側
の
伊
勢
野
な

どがある。

（
蛆
）
栗
田
寛
氏
『
標
注
古
風
土
記
』

（
Ⅱ
）
吉
田
東
伍
氏
「
大
日
本
地
名
辞
典
中
国
四
国
』
一
五
三
頁
。

（
胆
）
井
上
通
泰
氏
『
播
磨
風
土
記
新
考
』

（
過
）
福
島
好
和
氏
「
風
土
記
に
み
え
る
枚
方
里
の
範
囲
に
つ
い
て
」
含
広

報
た
い
し
』
ふ
る
さ
と
史
話
五
六
）

（
Ｍ
）
『
川
島
・
立
岡
遺
跡
』
本
文
篇
（
太
子
町
教
育
委
員
会
編
Ｓ
四

六
・
三
）
十
三
頁
。

（
妬
）
稗
田
神
社
は
鵤
荘
他
、
十
二
ケ
村
（
平
方
等
）
を
氏
子
と
し
て
持

ち
、
こ
の
地
の
運
営
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。
中
世
文
書
に
よ
れ
ば
、

稗
田
神
社
を
結
合
母
体
と
す
る
結
合
が
あ
っ
た
（
阿
部
猛
・
太
田
順

三
氏
『
播
磨
国
鵤
荘
資
料
』
八
木
書
店
Ｓ
四
五
・
九
）
。

（
略
）
『
太
子
町
史
』
（
Ｈ
元
・
十
二
）
付
図

（
Ⅳ
）
景
山
春
樹
氏
『
神
体
山
』
（
学
生
社
Ｓ
四
六
・
十
）

（
肥
）
小
林
茂
文
氏
「
古
代
の
都
城
に
お
け
る
境
界
」
亀
方
法
と
し
て
の

境
界
』
新
曜
社
Ｈ
三
・
十
二
）

（
岨
）
河
野
通
哉
・
上
田
哲
也
氏
「
兵
庫
県
竜
野
市
誉
田
町
舎
利
殿
山
出

土
の
装
飾
土
器
」
（
古
代
学
研
究
二
九
Ｓ
三
六
・
十
）

（
別
）
『
播
磨
国
内
鎮
守
大
小
明
神
社
記
」
（
天
正
十
九
年
）
に
は
揖
東
郡

に
「
佐
比
明
神
」
「
佐
々
明
神
」
の
社
名
が
あ
る
。
佐
々
明
神
は
今
の

笹
山
に
、
佐
比
明
神
は
坊
主
山
に
鎮
座
し
て
い
た
と
も
い
う
（
廣
嶺

氏
）
。
こ
の
一
帯
が
祭
祀
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
別
）
井
上
氏
は
坊
、
王
山
（
佐
用
岡
山
）
を
、
風
土
記
の
「
佐
岡
」
（
枚
方

里
内
）
に
擬
し
て
い
る
が
、
『
絵
図
」
に
は
現
在
の
前
山
の
西
に
「
佐

岡
寺
」
「
佐
岡
六
条
」
と
見
え
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
、
前
山
の
方
が

風
土
記
の
「
佐
岡
」
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
今
の
坊

主
山
に
あ
た
る
『
絵
図
」
の
箇
所
に
つ
い
て
、
嘉
暦
四
年
図
を
「
□

岡
山
」
、
至
徳
三
年
図
を
「
佐
口
山
」
と
し
て
、
こ
の
坊
主
山
を
「
佐

岡
山
」
と
解
す
る
可
能
性
も
あ
る
（
太
子
町
史
編
集
室
で
御
教
授
頂

い
た
）
。
な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

（
〃
）
『
龍
野
市
史
』
第
一
巻
（
Ｓ
五
三
・
九
）
九
四
頁

（
閉
）
「
障
ふ
」
は
下
二
段
活
用
動
詞
で
あ
る
の
で
、
活
用
形
と
し
て
の

「
障
ひ
」
は
な
い
。
た
だ
、
サ
ヘ
↓
サ
ヒ
の
音
の
転
は
古
代
に
も
あ
る
。

「
鋤
（
さ
ひ
）
」
を
「
娑
陛
（
さ
へ
）
」
（
斉
明
紀
五
年
三
月
）
と
い
う
。

万
葉
集
の
「
サ
ヒ
ノ
ク
マ
」
（
巻
二
・
一
七
五
。
巻
七
・
二
○
九
、
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巻
十
二
・
三
○
九
七
）
も
「
サ
＋
桧
の
隈
」
で
は
な
く
、
「
サ
ヒ
＋
の
＋

隈
」
と
し
て
、
サ
ヒ
を
境
と
す
る
意
見
（
山
田
弘
道
氏
ヨ
佐
檜
の
隈

み
」
考
」
万
葉
三
二
Ｓ
三
四
・
七
）
も
あ
る
。
こ
れ
も
「
障
ふ
」

と
関
わ
る
語
か
。
因
み
に
『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
Ｓ

五
六
・
九
）
で
は
、
「
さ
び
」
「
さ
ひ
か
」
の
地
名
に
「
障
ひ
」
の
義

が
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

（
別
）
旧
淀
川
と
さ
れ
る
古
川
に
築
か
れ
た
、
古
代
か
ら
明
治
に
至
る
「
茨

田
堤
」
で
は
、
川
の
切
れ
易
い
地
（
太
間
神
社
・
式
内
堤
根
神
社
・

式
内
高
瀬
神
社
）
に
神
を
祭
っ
た
と
い
う
（
茨
田
堤
を
発
掘
調
査
さ

れ
た
白
岩
勉
氏
に
御
教
授
頂
い
た
）
・
古
代
人
が
、
河
川
の
氾
濫
を
「
障

ふ
」
地
に
神
霊
を
感
知
し
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

（
妬
）
古
代
山
陽
道
は
、
推
定
で
は
明
神
山
の
北
方
、
今
の
槻
坂
（
風
土

記
の
「
槻
折
坂
」
と
も
い
う
）
を
通
っ
て
い
た
。
平
方
は
そ
の
古
代

山
陽
道
よ
り
約
二
キ
ロ
ほ
ど
南
に
位
置
す
る
。
出
雲
国
人
が
何
故
こ

の
枚
方
里
を
通
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
古
代
に
こ
の
地
を
通
る
出

雲
道
が
あ
っ
た
か
ど
、
７
か
も
不
明
で
あ
る
。
中
世
に
な
る
と
、
『
絵
図
』

に
あ
る
よ
う
に
筑
紫
大
道
が
平
方
の
北
か
ら
坊
主
山
の
南
に
沿
っ

て
、
東
西
に
存
在
し
て
い
た
が
、
古
代
に
は
遡
れ
な
い
。
し
か
し
、

槻
坂
は
山
道
に
な
る
の
で
、
官
道
と
は
別
に
大
市
駅
か
ら
、
迂
回
路

と
し
て
南
の
松
尾
・
平
方
を
通
る
道
が
、
古
代
に
も
存
在
し
た
可
能

性
は
否
定
し
き
れ
な
い
。
枚
方
里
を
通
る
「
古
播
磨
道
」
を
想
定
す

る
意
見
さ
え
あ
る
（
三
村
一
郎
氏
『
太
子
町
史
跡
文
化
財
ひ
と
め
ぐ

り
」
（
太
子
町
役
場
総
務
課
Ｓ
五
六
・
十
）
十
二
頁
）
。

（
恥
）
万
葉
集
で
は
「
（
神
の
渡
り
の
）
と
ゐ
波
の
さ
さ
ふ
る
道
」
（
巻
十

三
・
三
三
三
五
）
、
「
大
君
の
命
恐
み
あ
し
ひ
き
の
山
野
障
ら
ず
」
（
巻

十
七
・
三
九
七
三
）
と
あ
る
心
旅
に
お
い
て
は
、
旅
人
が
行
く
道
を
、

「
障
ふ
」
霊
的
な
モ
ノ
が
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。

（
”
）
武
田
鮎
吉
氏
は
タ
ム
ケ
を
、
鎮
圧
す
る
義
（
夕
Ⅱ
手
、
ム
ケ
Ⅱ
向

け
る
）
と
し
た
（
『
萬
葉
集
全
註
釈
」
十
［
角
川
書
店
］
二
○
頁
巻

十
三
・
三
二
二
七
番
歌
の
釈
）
よ
う
に
、
タ
ム
ケ
は
、
無
条
件
に
神

か
ら
恩
恵
を
も
ら
電
７
儀
式
で
は
本
来
無
か
っ
た
。

（
邪
）
小
島
瑠
禮
氏
『
風
土
記
』
（
角
川
文
庫
Ｓ
四
五
・
七
）
三
一
九
頁

（
羽
）
大
場
磐
雄
氏
『
古
典
と
考
古
学
』
（
雄
山
閣
Ｓ
五
十
一
・
四
）
一

一三頁

（
釦
）
万
葉
集
の
「
大
崎
の
神
の
小
濱
は
狹
け
ど
も
百
船
人
も
過
ぐ
と
い

は
な
く
に
」
（
巻
六
・
一
○
二
三
）
、
「
ち
は
や
ぶ
る
金
の
岬
を
過
ぎ
ぬ

と
も
吾
は
忘
れ
じ
志
珂
の
皇
神
」
（
巻
七
・
一
二
三
○
）
な
ど
の
歌
も
、

「
神
の
気
」
に
当
た
ら
な
い
為
に
、
社
前
を
黙
っ
て
通
ら
ず
、
神
に
何

か
礼
を
尽
く
す
旨
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
折
口
信
夫

氏
は
一
二
三
○
番
歌
を
「
手
向
け
」
の
歌
（
全
集
四
巻
三
五
○
頁
）

と
し
て
、
「
神
の
機
嫌
を
な
だ
め
る
歌
」
（
全
集
一
巻
五
○
八
頁
）
と

解
さ
れ
た
。
ま
た
、
播
磨
で
も
出
雲
路
の
社
（
姫
路
市
総
社
付
近
と

い
う
）
の
御
前
を
通
る
と
き
、
初
め
て
通
る
者
は
「
お
と
こ
女
の
ふ

る
ま
ひ
の
ま
ね
（
み
と
の
ま
く
は
ひ
ご
を
す
る
。
と
、
こ
の
神
の
本

社
（
海
中
）
が
揺
る
ぐ
と
い
う
（
今
川
了
俊
『
道
ゆ
き
ぶ
り
』
）
。
や

は
り
、
社
前
通
過
の
儀
礼
で
あ
る
。

（
皿
）
な
お
、
「
国
つ
御
神
」
に
「
恵
賜
は
な
」
（
巻
十
七
・
三
九
三
○
）

と
歌
い
か
け
る
よ
う
な
旅
の
守
護
神
的
な
神
格
が
後
代
に
登
場
す
る

背
景
に
は
、
官
道
・
駅
の
整
備
が
あ
っ
た
と
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い

う（》。

（
塊
）
三
浦
秀
宥
氏
『
荒
神
と
ミ
サ
キ
』
（
名
著
出
版
Ｈ
元
・
十
一
）
一

八
八
～
一
九
一
頁

（
銘
）
敷
田
年
治
氏
、
新
考
（
井
上
通
泰
氏
）
、
大
系
本
、
朝
日
古
典
全
書
。

（
別
）
中
臣
連
胤
本
、
栗
田
寛
氏
、
有
明
堂
文
庫
、
上
代
文
学
集
（
武
田
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帖
吉
氏
）
、
校
註
日
本
文
学
大
系
。

（
弱
）
金
物
投
供
の
例
は
、
「
鋤
持
神
」
（
神
武
前
紀
）
、
道
昭
の
鍋
（
続
日

本
紀
文
武
四
年
三
月
条
）
、
藤
原
広
嗣
の
駅
鈴
（
同
天
平
十
二
年
十
一

月
条
）
、
更
に
、
土
佐
日
記
の
鏡
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
延
喜
式
で
、

鋤
が
祭
の
料
と
し
て
多
い
の
は
、
「
羅
城
御
暇
」
八
十
口
、
「
八
十
島

祭
」
四
十
口
、
「
出
雲
国
造
に
賜
ふ
負
幸
物
」
二
十
口
、
「
障
祭
神
」

十
口
、
「
宮
城
の
四
隅
の
厄
神
祭
」
十
六
口
、
「
四
面
御
門
祭
」
十
六

口
、
「
鎮
御
在
所
祭
」
十
口
な
ど
が
あ
り
、
「
春
日
祭
解
除
（
は
ら
え
）

料
」
に
も
四
口
あ
る
。
鋤
は
払
い
や
鎮
め
に
有
効
な
呪
具
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
韮
平
安
京
の
道
祖
大
路
を
「
佐
比
大
路
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

佐
比
の
祭
と
は
道
祖
神
の
祭
で
あ
ろ
う
。

（
訂
）
国
占
め
の
祭
に
水
を
飲
む
伝
承
（
播
磨
国
風
土
記
託
賀
郡
都
麻
里
）

や
、
土
地
の
霊
た
る
座
摩
神
五
座
の
内
に
井
戸
の
神
が
三
柱
（
生
井

神
・
福
井
神
・
綱
長
井
神
）
坐
す
も
こ
と
（
延
喜
式
巻
九
）
、
更
に
万

葉
集
藤
原
宮
御
井
歌
（
巻
一
・
五
二
番
歌
）
で
宮
を
讃
め
る
の
に
御

井
を
讃
美
す
る
こ
と
等
か
ら
、
土
地
神
は
水
の
神
と
密
な
る
イ
メ
ー

ジ
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
わ
か
る
（
拙
稿
「
播
磨
国
風
土
記
・
粒

丘
伝
承
考
ｌ
〈
国
占
め
〉
伝
承
の
基
盤
と
展
開
ｌ
」
〔
上
代
文
学

六
三
Ｈ
元
・
十
一
〕
）
・

（
胡
）
道
教
に
も
「
宅
鎮
」
「
地
鎮
」
の
儀
礼
が
あ
り
、
漢
人
の
土
地
神
祭

祀
も
あ
る
い
は
道
教
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い。
（
胡
）
上
田
洋
行
氏
『
西
播
磨
の
揖
保
川
左
岸
に
並
ぶ
三
荘
』
（
太
子
町
教

育
委
員
会
Ｓ
六
十
・
六
）

（
伽
）
平
方
の
古
老
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
「
子
供
の
で
き
な
い
人
が
明
神
山

へ
参
る
と
で
き
る
」
と
い
う
。
明
神
山
の
神
の
持
つ
生
成
力
は
農
耕

神
（
大
歳
神
）
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

（
虹
）
土
地
神
を
男
女
一
対
と
す
る
の
は
、
播
磨
で
は
伊
勢
津
比
古
・
伊

勢
津
比
売
（
揖
保
郡
）
。
阿
賀
比
古
・
阿
賀
比
売
（
飾
磨
郡
）
が
い
る
。

（
蛇
）
『
龍
野
市
史
』
編
纂
に
長
年
携
わ
っ
た
志
水
豐
章
氏
に
御
教
授
頂

いた。

（
蛆
）
古
事
記
で
は
天
之
御
影
神
の
娘
に
息
長
水
依
比
売
が
お
り
、
ま
た

天
之
御
影
神
を
祀
る
近
江
の
三
上
神
社
は
、
中
世
に
は
野
洲
川
に
供

祭
簗
を
持
ち
（
網
野
善
彦
氏
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』
）
、

野
洲
川
と
関
わ
り
が
深
い
．
た
だ
、
倭
名
抄
に
は
「
霊
」
に
ミ
カ
ゲ

の
訓
が
あ
る
よ
う
に
、
ミ
カ
ゲ
は
神
霊
程
度
の
意
味
な
の
か
も
知
れ

ない。

（
“
）
倉
石
忠
彦
氏
『
道
祖
神
信
仰
論
』
（
名
著
出
版
Ｈ
二
・
十
）

（
妬
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
の
「
ね
た
み
」
の
項
。

（
妬
）
当
該
伝
承
と
橋
姫
と
が
関
わ
る
と
い
う
指
摘
は
、
既
に
井
口
樹
生

氏
（
『
境
界
芸
文
伝
承
研
究
」
［
三
弥
井
書
店
Ｈ
三
・
十
］
一
○
五

頁
）
に
あ
る
。

（
虹
桑
原
博
史
『
中
世
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
（
風
間
書
房
Ｓ
四
四
．

七
）
及
び
、
吉
海
直
人
氏
「
橋
姫
物
語
の
史
的
考
察
」
（
國
學
院
大
學

大
学
院
紀
要
十
三
Ｓ
五
六
・
三
）

（
銘
）
吉
海
氏
前
掲
論
文
（
注
卿
）

（
棚
）
柳
田
国
男
氏
「
橋
姫
」
（
定
本
五
巻
）

（
別
）
風
土
記
時
代
、
林
田
川
の
上
流
に
は
、
安
師
比
売
と
い
う
女
神
が

いた（宍禾郡）。

（
別
）
大
和
の
二
上
山
は
男
女
二
神
の
山
で
あ
る
が
、
謡
曲
「
当
麻
」
で

は
、
真
は
「
尼
上
（
に
じ
ょ
、
フ
）
嶽
」
の
意
で
、
化
尼
が
登
っ
た
が

為
に
付
け
ら
れ
た
山
名
で
あ
る
と
語
る
。
実
景
と
し
て
男
女
神
が
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
説
話
的
な
再
解
釈
を
経
る
と
、
女
の
方
の
み

- ７ ２ -



播磨国風士記・佐比岡伝承考

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
本
来
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
語
る
。
説
話
化
の
段
階
で
は
実
景
・
信
仰
が
無
視
さ
れ
る
。
当
該

伝
承
の
説
話
化
も
同
様
に
考
え
た
い
。

亜
）
播
磨
国
風
土
記
の
中
で
、
出
雲
人
は
五
例
あ
り
（
う
ち
四
例
は
通

過
者
）
、
因
幡
人
・
伯
耆
人
は
共
に
三
例
あ
る
が
、
う
ち
二
例
は
出
雲

人
も
登
場
す
る
。

（
弱
）
高
崎
正
秀
氏
「
出
雲
系
文
化
の
東
漸
」
（
『
文
学
以
前
』
桜
楓
者
Ｓ

三
三
，
十
二

面
）
「
大
神
従
二
出
雲
国
一
来
時
」
（
讃
容
郡
）
、
「
出
雲
国
阿
菩
大
神
」

（揖保郡）。
参考土也図Ａ才蚕磨才女方（現兵庫県太子町佐用岡平方）
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吻也吻也
００

付
記
本
稿
は
、
古
代
文
学
会
例
会
（
一
九
九
三
年
七
月
）
に
て
発
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
、
諸
先
生
か
ら
有
益
な
御
教
授
を
頂
い

た
。
ま
た
、
実
地
調
査
の
際
、
太
子
町
の
廣
嶺
忠
昭
氏
・
村
瀬
學
氏
、

龍
野
市
の
志
水
豊
章
氏
、
枚
方
市
の
中
島
三
佳
氏
、
門
真
市
の
白
岩

勉
氏
・
濱
徹
氏
か
ら
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表

す
る
次
第
で
あ
る
。

（
弱
）
ま
た
京
都
の
出
雲
路
の
道
祖
神
や
出
雲
路
の
社
〔
『
道
ゆ
き
ぶ
り
』

注
（
釦
）
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
道
祖
神
も
し
く
は
旅
の
神
と
し
て
出
雲

神
が
理
解
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

参考土也匡ＩＢマ可内匡画極プラ（現大阪府枚方市）
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